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北海道および海外からの畜犬を介する

エキノコックス本州侵入の可能性
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目的 北海道から本州への移動畜犬数および国外からの輸入畜犬数を調査し，畜犬を介する本州

への多包条虫，単包条虫侵入のリスクを検討する。

方法 青森県から兵庫県まで29都府県 9 政令市を対象に，狂犬病予防法に基づく畜犬の居住地変

更届の年間届出数を平成 8～13年度の 5 ヶ年余にわたり集計し，航空 3 社およびフェリー 3
社からペット輸送状況を聴取し，また人口移動統計などを資料として北海道から本州への年

間移動畜犬数を推計した。次に，動物検疫所報告資料により国外からの輸入畜犬数を集計

し，単包条虫，多包条虫流行圏との関係を検討した。また，ペット同伴宿泊施設の実態をア

ンケート調査した。

結果 狂犬病予防法に基づく畜犬の居住地変更届から，毎年，約140頭の畜犬が北海道から本州

へ飼主とともに移動していることが分かった。しかし，未届犬が相当数ある実態から，実際

の移動畜犬数は約300～400頭余と推定された。また，北海道に乗り入れている航空 3 社およ

びフェリー 3 社への調査結果から，年間 1 万頭余のペットが北海道から道外に輸送されてい

ることが分かった。その大半は観光目的などで飼主とともに来道し道外に戻るペットだが，

北海道内から居住地移転するペットおよび観光目的などで道外へ移動する道内居住のペット

が含まれている。北海道における野犬，畜犬の多包条虫感染調査結果を考慮すると，北海道

からの移動畜犬中に毎年数頭から最大30頭程度の多包条虫感染犬が含まれる可能性が示唆さ

れた。

また，輸入畜犬数は毎年約1.5万頭に上り，ドイツ，フランス，中国など多包条虫，単包

条虫常在国からも数百頭が無検疫で輸入されていた。

ペット同伴宿泊施設は概ね衛生的に運営されているが，多包虫症感染予防について適切な

行政指導が必要と思われた。

結論 多包条虫流行地の北海道から本州へ移動する畜犬および多包条虫・単包条虫常在国からの

輸入犬について，早急に糞便検査を行って本州への多包条虫，単包条虫侵入のリスクを明ら

かにするとともに，流行拡大阻止体制を早急に整備するべきである。

Key words：エキノコックス，多包条虫，単包条虫，畜犬，本州侵入，糞便検査

Ⅰ は じ め に

多包性エキノコックス症（以下，多包虫症と略）

は，現在，島嶼部を除く北海道全域で流行してい

る寄生虫（多包性エキノコックス；以下，多包条

虫と略）の幼虫（多包虫）による疾患である。多

包条虫は終宿主（キツネ，イヌなどイヌ科動物）

の小腸に寄生し，虫卵が終宿主糞便中に排泄され

る。虫卵が中間宿主（主にヤチネズミなどの野
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鼠，ヒトは偶発宿主）に経口摂取されると肝臓な

どに多数の微小嚢胞が集積した多包虫病巣を形成

し，放置すると死亡することが多い1)。従来は検

診で多包虫症患者を発見し治療する第二次予防に

重点が置かれてきたが，ヒト多包虫症流行を抑制

するには感染環を遮断する必要があるという認識

が広がり，近年は感染源対策（多包条虫感染の制

御）に重点が移行しつつある2,3)。

1925, 26年に千島列島からアカキツネ（Vulpes

vulpes）が北海道礼文島に持ち込まれ，太平洋戦

争前後に130人余の患者が発生した。しかし，

1935年冬，大規模密猟で島内のキツネ個体群がほ

ぼ絶滅し，太平洋戦争後に始まった予防対策で感

染源になり得る野犬，畜犬も徹底的に駆除された

ため，礼文島は多包虫症の流行から解放された。

ところが，1965年，根室市で多包虫症例が発見さ

れ，以後，北海道本島全域に流行域が拡大して現

在に至っている1,2)。感染症新法（平成11年 4 月

施行，「感染症の予防および感染症の患者に対す

る医療に関する法律」）で多包虫症は 4 類感染症

に指定され，「症状・所見から本症が疑われかつ

病原体診断ないし血清診断がなされたもの」全例

を保健所長経由で都道府県知事に届出ることにな

った4)。

一方，1999年，青森県の食肉衛生検査所でブタ

肝臓から多包虫症が発見され，北海道から本州へ

の多包条虫侵入について様々な仮説，憶説が議論

されている。本報告は，それらの中でもっとも現

実性と緊急性が高い畜犬を介する多包条虫本州侵

入について緊急調査を実施した結果の報告である。

Ⅱ 材料および方法

1. 畜犬の移動調査

狂犬病予防法（平成11年改正）第 4 条第 4 項に

より，犬の所有者は「犬の所在地を変更したとき

は，30日以内にその犬の新所在地を管轄する市町

村長に届出なければならない｣5)。したがって，

原則的には所在地変更届によって北海道から本州

への移動畜犬数を確認できる。そこで我々は，青

森県から兵庫県まで29都府県 9 政令市に依頼して，

1996～2001年の 5 年間余に各自治体に所在地変更

届出された北海道からの移動畜犬数を郵送法によ

り調査した。調査対象都府県の選定理由は，本州

の本症報告例のうち北海道群（北海道で感染して

本州で発症したと思われる患者群）および原発群

（流行地への旅行・滞在歴がなく，本州の現住地

で感染したとしか考えられない患者群）患者の地

域分布が青森県から近畿地方までに限られている

こと，北海道の道外移住者総数（2000年度73,859

人，うち国内71,535人；北海道庁総合企画部経済

企画室統計課ホームページ：http://www.pref.

hokkaido.jp/skikaku/sk-kctki/index.html）のうち，

29都府県への移住者数（65,179人）が全体の91.1％

を占め，畜犬移動数もこれら都府県へのものがほ

ぼ同程度になると予測されたためである。ただ

し，東京都，愛知県，大阪府は書類が市区町村移

管されていたため，市区町村に直接依頼した。そ

の際，東京都の島嶼部と愛知県の比較的人口稠密

でない町村を調査対象から除いたため，それぞれ

の全人口に対する調査対象人口割合は東京都

99.3％，愛知県95.9％となった。政令指定市およ

び一部中核市も直接に調査を依頼した。調査対象

都府県は表 1 の通りである。当初，調査対象を関

東および中部地方に限定したが，その後近畿およ

び東北地方にまで拡大した。調査内容も17府県は

年度別畜犬移動数のみとしたが，10都県と政令市

および一部中核市には犬種，新旧所在地，年齢，

性別についても調査を依頼した。

なお，登録票保存期間が自治体により異なるた

め，調査対象によっては全調査年度のデータを得

ることが出来なかった。そこで，所在地変更届出

数を各都府県・市区町村別，年度別に Excel 表入

力して平均値/年を計算し，この平均値を合計し

て畜犬移動数/年を推計した。

また，北海道に乗り入れている航空 3 社（日本

航空，全日空，日本エアシステム）とフェリー 3

社（商船三井ブルーハイウェーライン，新日本海

フェリー，東日本海フェリー）に貨物および機内

持込手荷物によるペット（イヌおよびネコ）輸送

量について回答を依頼した。

2. 輸入犬の検疫実態調査

動物検疫所年報6)から最近10年間に輸入された

畜犬頭数を輸出国別に集計した。

3. ペット同伴宿泊施設へのアンケート調査

最近，ペット同伴宿泊施設が全国的に増加して

いるため，北海道内のペット同伴宿泊施設16施設

を対象に，ペットおよびペット糞便の取扱い方，

従業員への衛生教育とエキノコックス症定期検診
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表１ 北海道から本州都府県への畜犬移動数（転出数/年)

都道府県
人 口
（A)

移住者
（B)

人口比
（B/A)

平成（年度)

8 9 10 11 12 13
平均/年 同伴率

全国推計値 71,535 139.9 0.20

青森→兵庫計 93,519,068 65,179 0.07 38 73 108 100 73 52 127.5 0.20

東北圏 青 森 1,499,725 2,767 0.18 1 4 2 6 4.8 0.17
岩 手 1,425,135 1,189 0.08 5 5 12 10 9.3 0.78
宮 城 2,343,852 3,067 0.13 0 0 6 2 10 7 12.4 0.40
秋 田 1,203,471 911 0.08 3 2 3 4 3.0 0.33
山 形 1,244,955 776 0.06 2 1 2 0 1.3 0.16
福 島 2,136,344 1,102 0.05 0 3 3 5 1 1 3.2 0.29

小 計 9,853,482 9,812 0.10 11 15 28 27 11 8 33.9 0.35

関東圏 茨 城 2,993,872 1,748 0.06 2 3 0 1.7 0.10
栃 木 2,000,497 1,069 0.05 10 5 2 5.7 0.53
群 馬 2,017,768 821 0.04 0 0 0 0 0 0 0 0
埼 玉 6,870,003 5,779 0.08 5 14 18 12.3 0.21
千 葉 5,893,166 5,915 0.10 3 7 17 16 15 15 14.8 0.25
東 京 11,609,431 15,293 0.13 1 2 6 17 15 15 18.6 0.12
神 奈 川 8,370,292 8,598 0.10 2 15 8 12 7 8.8 0.10

小 計 39,755,029 39,223 0.10 13 41 59 50 39 30 61.9 0.16

中部圏 新 潟 2,482,386 987 0.04 1 1 2 6 0 0 2.2 0.22
富 山 1,126,019 597 0.05 1 1 1 1.0 0.17
石 川 1,175,661 566 0.05 0 0 0 1 0.3 0.06
福 井 828,189 244 0.03 0 0 0 0 0
山 梨 885,422 398 0.04 0 0 0 0 0
長 野 2,202,317 1,127 0.05 5 1 3 3 0.27
岐 阜 2,109,147 543 0.03 0 0 1 0.3 0.06
静 岡 3,759,490 1,902 0.05 2 3 1 2.0 0.11
愛 知 6,906,979 3,183 0.05 0 0 6 7 6 1 6.8 0.21

小 計 21,475,610 9,547 0.04 9 6 14 13 6 2 15.6 0.16

近畿圏 三 重 1,857,376 502 0.03 0 1 0 0 0 0.2 0.04
滋 賀 1,325,618 531 0.04 1 0 0 0.3 0.06
京 都 2,563,355 1,138 0.04 0 1 3 4 3 3.7 0.33
大 阪 8,626,766 2,483 0.03 3 5 1 2 8 6 6.6 0.26
兵 庫 5,521,426 1,445 0.03 0 3 3 4 6 6 4.8 0.33
奈 良 1,449,146 361 0.02 1 0 0 0 0.3 0.07
和 歌 山 1,091,260 137 0.01 0 1 0 0 0 0 0.2 0.14

小 計 22,434,947 6,597 0.03 5 11 7 10 17 12 16.0 0.24

政 令 市 人口*
調査年度

平成（年度)

8 9 10 11 12 13
平均/年

同伴率
（空欄)

政令市合計頭数/年 3 14 19 34 39 21 42.2

仙 台 市 1,008,130 10 7 9.7
東 京 都 区 部 7,919,771 1 0 5 10 10 8 10.5
千 葉 市 867,289 1 1 2 6 3 4 3.2
横 浜 市 3,375,772 11 7 8 8.7
川 崎 市 1,218,233 1 2 1 4 7 3.0
名 古 屋 市 2,101,877 2 2 5 3.0
京 都 市 1,388,267 2 4 3 3.0
大 阪 市 2,471,100 1 0 0.8
神 戸 市 1,461,678 0 0 0 0 0 2 0.3

註：人口*＝平成12年度各都府県人口；移住者※＝平成12年度北海道からの移住者数

同伴率：畜犬移動数（平均)×100/B(％）
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表２ 北海道から本州への移入犬の旧所在地

市 郡 名 移動頭数 ％

札 幌 市 119 51.7
函 館 市 15 6.5
帯 広 市 9 3.9
江 別 市 9 3.9
旭 川 市 7 3.0
千 歳 市 7 3.0
苫 小 牧 市 6 2.6
北 広 島 市 5 2.2
釧 路 市 4 1.7
北 見 市 3 1.3
他 市 計 16 7.0

加 東 郡 3 1.3
上 川 郡 3 1.3
他 郡 部 計 21 9.1

無 記 載 3 1.3

合 計 230 100

註） 犬種，性別，新旧所在地等が判明した230頭の

み記載

表３ 北海道から本州への移入犬の種別頭数

犬 種 オス メス 無記載 合計（％)

雑 36 34 3 73(31.7)
柴 4 12 16( 7.0)

シーズー 7 5 1 13( 5.7)
ラプラドールレトリバー 7 4 1 12( 5.2)

ビーグル 6 6 12( 5.2)
ミニダックスフント 6 5 11( 4.8)

シェトランドシープドッグ 3 7 10( 4.3)
ゴールデンレトリバー 5 4 9( 3.9)

マルチーズ 6 3 9( 3.9)
ヨークシャーテリア 3 2 1 6( 2.6)

トイプードル 3 1 4( 1.7)
パグ 3 1 4( 1.7)

北海道犬 1 3 4( 1.7)
コッカースパニエル 1 2 3( 1.3)

シェルティー 2 1 3( 1.3)

シベリアンハスキー 3 3( 1.3)
パピヨン 3 3( 1.3)

ダルメシアン 1 2 3( 1.3)
その他（12種) 10 9 19( 8.3)

記載なし 3 2 8 13( 5.7)

合 計 110 106 14 230(100 )
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受診の有無についてアンケート調査を行った。ま

た，本州にある複数のペット同伴宿泊施設に電話

アンケートを行い，北海道からのペット同伴宿泊

客の有無を調査した。

Ⅲ 結 果

1. 北海道から本州都府県への畜犬移動実態

調査票回収率は100％である。北海道から29都

府県 9 政令市への畜犬移動調査結果を表 1 に示し

た。合計移動数/年（青森～近畿圏127.5頭；全国

推計139.9頭）は推計値である。北海道からの移

住者数に対する移動畜犬数の割合（同伴率；全国

推計値＝0.20％）は，移住者数の増加とともに頭

打ちになる傾向があるが，概ね移住者数に比例し

ていた。

犬種，雌雄，移動前後の所在地が記載された

230頭についてみると，移動前所在地は札幌市119

頭（51.7％）が最多，次いで函館市15，江別市・

帯広市各 9 など，市部合計197 (87.0％），郡部合

計27 (11.7％），無記載 3 (1.3％）だった（表 2）。

これらは道外移住者の旧住所（市部85.5％，郡部

14.5％）と近似していた。犬種は，雑種73頭

（31.7％）が最多，次いで柴犬16，シーズー13，

ラブラドールレトリバー，ビーグル各12など，性

別はオス110頭，メス106頭，無記載14頭だった。

記載された雑種以外の犬種では，国産種は柴犬と

北海道犬のみ（計20頭，8.7％），他27種はすべて

外来種（合計124頭；53.9％）だった（表 3）。年

齢が記載されていた116頭の平均年齢±標準偏差

は4.5±3.3年（最低 6 か月～最高15年）だった。

航空 3 社およびフェリー 3 社から得られた北海

道からのペット輸送総数は年間約12,400頭であっ

た（表 4）。路線別輸送頭数が示された 1 社では，

輸送頭数（4～7 月）の多い順に東京（1,300；

67.6％），東北地方（278；14.5％）うち青森県

（134；7.0％），大阪（184；9.6％），名古屋（72；

3.7％），その他（88；4.6％）となり，便数の割

合（東京：東北：大阪：名古屋：その他＝36.6：

11.0：12.2：2.4：37.8％）に比して東京がとくに

多いこと，東北地方でとくに青森県が多いことが

注目された。

各社の統計はペットの居住地別に集計されてい

ないので，北海道居住のペットと道外居住のペッ

トを区別することは出来なかった。また，航空 3

社の北海道便数とペット輸送数の割合は一致して

いないが，その理由は不明である。
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表４ 航空・フェリー各社によるペット輸送数

会社名 輸送頭数 輸送頭
数/年

便数
比f)

頭数比
（％)g)

日本航空a) 210/月 2,520 21 20.3
全日空b) 2,625/2 年間 1,312 42 10.6
日本エアシステムc) 1,922/4–7 月 5,766 37 46.5
ブルーハイウェーラインc) 290/4–7 月 870 7.0
新日本海フェリーd) 1,000/年 1,000 8.1

東日本海フェリーe) （上記 2 社
の平均 ） 935 7.5

合計年間輸送頭数 12,403 100

a) 最近 3 か月の輸送数の平均
b) 最近 2 年間の合計輸送数（幹線のみ）
c) 最近 4 か月間の合計輸送数
d) 年間輸送ペット数
e) 統計なし（他 2 社の平均値を採用）
f) 便数比：航空 3 社の航空便数の割合（％）
g) 割合：合計輸送頭数に対する各社輸送頭数の割合（％）
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2. ペット同伴宿泊施設の実態

調査対象16施設のうち 9 施設から回答が得られ

た。ａペットの宿泊室は人と同室が殆どだが，室

内のペット用ケージに収容する施設（2/9）もあ

る。また，ホテル形式の施設ではペット同伴宿泊

室を一般客室と区別しており，中にはペット同伴

可能な期間を限定している施設（1/9）もあった。

ｂペット糞便は焼却処理しているが，焼却施設が

ない場合には飼主による持ち帰りが原則とされて

いる。ｃ従業員に多包虫症に関する衛生教育を行

っていると答えた施設は 5 施設，ｄ従業員に多包

虫症の定期検診を受診させていると答えた施設は

1 施設のみであった。またｅ全施設がペット同伴

宿泊施設の営業について北海道庁あるいは保健所

から多包虫症予防の指導等は受けていないと答え

た。しかし，ときにペット糞便が宿泊室の敷物上

に排泄されることを否定し切れないと答えた施設

（1/9）もあった。また，本州のペット同伴宿泊施

設への電話アンケートによると，宿泊客の大多数

は近隣地域からだが，少数ながら北海道からのペ

ット同伴宿泊客もいることを確認できた。これら

ペット同伴宿泊施設は最近数年内に設立されたも

のが多く，ペット同伴客室と人専用客室との区別

はなされていた。

また，一般的傾向として最近のペットは大部分

が室内飼育であるため糞尿習慣を厳しくしつけら

れており，同伴宿泊施設でも屋内飼育犬だけを受

け入れるなど，人畜共通感染症への配慮をしてい

ることが伺われた。しかし，多包虫症とくに虫卵

伝播経路，従業員や他の宿泊客への感染予防対策

について経営者・従業員に十分な知識があるとは

言えない状態であった。

Ⅳ 考 察

日本の畜犬登録数は，1980年代初に約320万頭

だったが，1990年代初に390万頭を超え，2000年

には約579万頭に達した。日本人22人に 1 頭の畜

犬がいる計算になる。北海道では，2000年現在，

約24万頭余の畜犬が登録され，23人に 1 頭の畜犬

がいる7)。一方，北海道から本州へは毎年約 7 万

人が移住しており，この人々が同一比率で畜犬を

同伴したと仮定すると，毎年約3,000頭の畜犬が

津軽海峡を渡っていることになる。

本調査で，実際に北海道から本州に移動して居

住地変更届を提出した畜犬数は，毎年約140頭程

度だった。しかし，自治体の畜犬登録管理者や保

健所獣医師からの聴取によると，野犬捕獲事業で

確認される鑑札記載内容などから，移動後に所在

地変更届出をする飼主は 3 割程度，最大で 5 割と

いうことであった。したがって，北海道からの畜

犬移動実数は毎年300頭，ときに400頭を超えると

考えねばならない。さらに，航空機およびフェ

リーが毎年1.2万頭余のペットを北海道から輸送

している。各社回答にはペット種別の記載がな

く，輸送畜犬数を把握することはできなかった

が，担当者によれば約 1 万頭が畜犬と思われる。

この大半は観光などで飼主と共に北海道へ来て道

外に戻る畜犬なので，北海道内に居住していて道

外に輸送される畜犬数はその一部に過ぎない。な

お，青函フェリー（毎日 8 便運行）は未調査であ

り，道外への年間ペット輸送数が上記を下回るこ

とはないと思われる。

国外からの輸入犬（表 5）は，毎年約1.5万頭

程度が輸入され，年間輸入数は年とともに増加傾

向にある6)。輸入犬は動物検疫所で狂犬病とレプ

トスピラ症の検疫を受けるが，単包条虫，多包条

虫については無検疫である8)。最近 5 か年の平均

では，ヨーロッパの多包虫症流行 6 か国から300

頭余/年，シベリア一帯が流行域のロシアから70

頭余/年，東北部が流行域の中国から600頭余/年

が輸入されている。

国内の動物検疫施設は20施設余あるが，輸入犬
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表６ 北海道野犬多包条虫感染率の推移（陽性市

町村のみ)

市町村 年 度 検査数 陽性数 陽性率

根 室 市 1966–75 582 5 0.9
1977 130 14 10.8
1979 50 3 6
1980 12 1 8.3
1981 32 7 21.9
1983 41 1 2.4
1984 8 1 12.5
1986 74 1 1.4
1988 11 1 9.1
1989 16 1 6.3

小 計 956 35 3.7

中標津町 1966–75 259 4 1.5
標 津 町 1966–75 110 2 1.8

別 海 町 1966–75 303 13 4.3
1980 9 1 11.1
1982 16 2 12.5
1990 20 1 5

小 計 348 17 4.9

標 茶 町 1966–75 661 19 2.9
1988 10 1 10

弟子屈町 1966–75 265 1 0.4
浜 中 町 1966–75 374 7 1.9
羅 臼 町 1980 11 1 9.1
小清水町 1983 17 1 5.9
津 別 町 1983 11 2 18.2
東藻琴村 1985 5 1 20

1990 3 1 33.3

道東部小計 3,030 92 3.0

砂 原 町 1985 5 1 20
函 館 市 1987 4 2 50

1988 1 1 100
蘭 越 町 1991 2 1 50
七 飯 町 1992 5 1 20
恵 山 町 1997 2 1 50

道南部小計 19 7 36.8

合　　計 3,049 99 3.2

資料：文献 3（エキノコックス症媒介動物対策の進め

方について）に基づき作成
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の大部分は成田支所で，他は関西空港支所，名古

屋支所など数施設で検疫されている8)。輸入犬の

約85％は動物実験用に育成されたビーグル犬など

であり8)，飼育態様からみて単包条虫や多包条虫

に感染している恐れは少ないと考えられる。しか

し，実験用ビーグル犬の中にも単包条虫，多包条

虫常在国で飼育されたものがあり，飼育環境によ

ってはこれらに感染している可能性を否定は出来

ない。

一方，1966～2000年，道内の剖検法による犬多

包条虫感染率は，99/9,849 (1.0％）が陽性であっ

た（表 6)3)。1985年以前は根室市，別海町など道

東部に陽性例が集中していたが，1985年茅部郡砂

原町，1987年函館市で陽性例が検出されて以後，

蘭越町，七飯町，恵山町など道南部からも陽性例

が検出され始めた。しかし，陽性例は比較的少数

の市町村に限られており，陽性例発見市町村だけ

について陽性率を算出すると，全体で99/3,049

(3.2％），道東部92/3030 (3.0％），道南部 7/19

(36.8％）となり，道南部の陽性率が高い。しか

し，道南部の検査頭数は道東部のそれの 1％以下

であり，これをもって地域差とするのはやや早計

かと思われる。ただし，これらは野犬の調査結果

であり，家庭や牧場で飼育されている畜犬の検査

結果ではない。

神谷正男らは2000年 3 月の有珠山噴火で移動せ

ざるを得なくなった飼犬708頭の糞便内抗原検査

（ELISA 法）を行い，うち10頭（1.4％）が陽性

であった。また，北海道から本州に移動した畜犬

58頭の糞便内抗原検査では，感染が確認されたイ

ヌは 2 頭（3.9％）だった9～11)。うち 1 頭（ビー

グル犬）は関東地方の大学実験動物施設への収容

時検査（糞便内抗原検査および虫卵顕微鏡検査）

で発見され，この犬は感染確認後，殺処分された

が，入手経路は確認できていない。他の 1 頭は関

東地方の動物遊園地に収容されたもので，収容時

検査（糞便内抗原検査および DNA 検査）で感染

を確認し，プラジカンテルによる駆虫が行われ，

駆虫後の糞便は焼却処理された。また，北海道小

動物獣医師会の協力により北海道内全域にわたっ

て飼犬の糞便抗原検査が実施され，6/721（0.8％）

の陽性率が得られた。ただし，6 例中複数回陽性

例があるので実感染頭数は 4 頭で，いずれも夜間

放し飼いにされていた。飼猫でも 2/158（1.3％）

の陽性例がみられた。

これらの調査結果から，畜犬の多包条虫感染率

を 1％と仮定すると，毎年北海道から本州に移動
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する多包条虫感染畜犬数は，狂犬病予防法の居住

地変更届出制度に基づく調査結果（140頭/年）で

は 1～2 頭となる。しかし，実際は居住地変更届

未提出の畜犬を考慮して移動畜犬数を300～400

頭/年とすると，感染畜犬数は 3～4 頭になる。ま

た，年間道外移動人口 7 万人の同伴畜犬数を北海

道の人口と登録犬数から計算した3,000頭とする

と，感染畜犬数は30頭になる。航空 3 社およびフ

ェリー 3 社のペット輸送実態から考えると，道外

移住者 7 万人が3,000頭の畜犬を伴っているとい

う推測もあながち荒唐無稽とは言い切れない。

これらの推計値にはかなり大きい幅があり，現

時点で移動畜犬頭数とその多包条虫感染率を精度

良く推計することは困難である。しかし，今回わ

れわれが採用した調査方法ではこれが限度であ

り，より正確に移動畜犬数と多包条虫感染率を推

計するには，各種交通機関を利用する移動畜犬数

を直接調査するか，自治体窓口で本州移住者に畜

犬同伴の有無を聴取し，同時に畜犬の糞便検査を

する必要がある。われわれも航空会社などに輸送

ペットの糞便調査を依頼したが，国の対応が未定

であり，顧客相手の企業であるため協力を得るこ

とはできなかった。

なお，多包条虫を実験感染させたイヌは，生涯

にわたって虫卵を排出し続けるのではなく，長い

もので約 5 か月間虫卵排泄を続けたとされてい

る。また，排出虫卵数は原頭節投与後 1～2 か月

でピークを迎え，7～13日周期で増減しつつ減少

している12)。したがって，道外移住後半年以上を

経過したイヌはほとんど虫卵を排出していないと

考えられるが，排出虫卵は適度の温度・湿度条件

下では数か月間感染性を保ち，飼主の家族にとっ

てはきわめて危険である。もし野外排泄された糞

便を放置すれば，近隣住民にも感染する危険があ

る。とくに，泥遊びなどでイヌ糞便に直接接触す

る可能性が高い小児のリスクは無視できない。ま

た，本州へ来た感染畜犬がハタネズミ生息地に定

住すると，まず畜犬„ハタネズミ間に，次にハタ

ネズミ„ホンドキツネ間に感染環が成立し，持続

する可能性がある。

最近，ペット飼育数の増加にともないペット同

伴ホテル，ペット専門輸送業者などが各地に営業

している。また，ペット同伴旅行の普及ととも

に，各種交通機関による畜犬の移動が一般化して

いる。その際，旅客・運送業者，機内清掃業者，

一般旅客との接点が生じ，多包虫症流行が拡大す

る可能性が考えられる。しかし，本調査結果で

は，行政庁からこれらに対する衛生教育，感染防

止対策の指導はまったく行われていない。一般に

ペット同伴宿泊施設では人とペットが同室内に宿

泊し，ときにペット糞便が室内に排泄されること

もある。もし多包条虫卵排泄中のイヌが人と同室

で宿泊すると，次にその室に宿泊した人が感染す

るリスクが生じる。とくに，子供へのリスクは大

人より大きい。今後，一般市民への人畜共通感染

症に関する知識啓発と同時に，ペット専門業種を

対象とする感染症予防対策ないし規制を十分に考

慮すべきであろう。最近は，障害者が介助犬を同

伴することが障害者の生活の必須要件になってい

る。畜犬移動にともなって多包条虫感染犬が移動

するリスクを無くすことは，畜犬飼育者とくに介

助犬を必要とする障害者にとって必須の環境整備

と言えよう。

英国では，大都市にまでキツネ生息圏が拡大し

た現状を踏まえ，ペット旅行協定（Pet Travel

Scheme, PETS; http://www.defra.gov.uk/animalh/

quarantine/index.htm）を欧州大陸側多包虫症流

行国（ドイツ，フランス，スイスなど）との間に

結び，英国に入国するペット（イヌ，ネコ）に空

港等での入国受付24～48時間前の駆虫剤（プラジ

カンテル）投与を義務づけている。わが国でも本

州へのペットを介した多包条虫および単包条虫の

侵入を防止するには，北海道から道外へ移動する

ペットおよび海外の単包虫症・多包虫症流行国か

らの輸入犬に対して，PETS と同様の駆虫剤投与

を義務づける必要があろう。しかし，外国からの

輸入犬に駆虫を義務づけるには，まず国内の実態

を調査し，国内法を整備しなければならない。そ

のためにまず必要なのは北海道から本州へ移動す

る畜犬の多包条虫感染実態調査（糞便検査）であ

る。

畜犬の所在地変更届出票の確認作業をして下さった

自治体担当者の皆様には多忙な日常業務に重ねて大変

なご苦労をお掛けしました。皆様のご協力なしに本調

査はあり得なかったことを特記し，ご協力に心から感

謝します。また，輸送ペット数につきご回答頂いた航

空 3 社（日本航空，全日空，日本エアシステム），フェ

リー 3 社（ブルーハイウェーライン，新日本海フェ
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リー，東日本海フェリー）の担当者に深謝します。メー

ルによる問い合わせに回答されたスイス・ベルン大学

ゴットシュタイン（B. Gottstein）教授，欧州エキノコ

ックス症共同監視機構（European Network for Concert-
ed Surveillance of Alveolar Echinococcosis; Eur Echinoreg:
http://www.eurechinoreg.org/）ケルン（P. Kern）教授

に深謝します。また，終始ご激励頂いた厚生労働省結

核感染症課・中嶋建介課長補佐に深謝します。

本研究は厚生労働省科学研究費補助金新興・再興感

染症研究事業「エキノコックス症の監視・防御に関す

る研究」によって行った。

（
受付 2002. 2.15
採用 2003. 4.18）
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POSSIBILITY OF INVASION OF ECHINOCOCCUS INTO HONSHU
WITH PET DOGS FROM HOKKAIDO AND OVERSEAS

Rikuo DOI*, Hajime MATSUDA2*, Akihiko UCHIDA3*, Eiji KANDA4*, Haruo KAMIYA5*, Keita KONNO6*,
Hidehiko TAMASHIRO6*, Nariaki NONAKA7*, Yuusaburo OKU7*, and Masao KAMIYA7*

Key words：Echinococcus multilocularis, E. granulosus, pet dogs, invasion into Honshu, fecal parasite egg
tests

Purpose The number of pet dogs moving with their owners to Honshu, the main island of Japan, from
Hokkaido, and the number of dogs imported from overseas were examined, and the possibility of
invasion of Echinococcus multilocularis and E. granulosus with these dogs was discussed.

Methods The number of pet dogs moving to Honshu-island from Hokkaido was examined with the
movement notiˆcations based on the Rabies Prevention Act in 29 prefectures during the period
from 1996 to 2001. The number of pets was also examined by questionaire targeting 3 aviation
and 3 ferry companies. The number of dogs imported from overseas was examined with the An-
nual Reports of the Animal Quarantine Service of Japan, The sanitary conditions of hotels for pet
owners were also examined with a questionnaire.

Results Approximately 140 pet dogs were found to have o‹cially moved annually from Hokkaido to
Honshu during the study period. However, the actual number might be two to three times this es-
timate, because many dogs moved without notiˆcation. Nearly ten thousand pet dogs were trans-
ported a year to and from Honshu and Hokkaido by planes and ferries. A value of three thousand
would be expected if people from Hokkaido were accompanying their pets at the rate of the
registered dogs per population, one animal per 23 Hokkaido residents. Up to 30 pet dogs infested
with E. multilocularis would probably be included per year, according to the infestation rate of 1％
in Hokkaido. The number of imported dogs from overseas was assessed at approximately 15
thousand a year, but these dogs were not obligated to receive animal quarantine with respect to
echinococcal infestation in Japan. Hotels for pet owners were considered to be managed rather
sanitarily, though certain administrative guidance is necessary to prevent hydatid disease infec-
tion of travelers and hotel workers. The authors consider that dogs from Hokkaido and also from
echinococcosis endemic countries should undergo fecal examination for parasite eggs to prevent
invasion of the parasite into Honshu.

Conclusion The authors propose the fecal examination of the dogs from Hokkaido and also from overseas
for preventing invasion of E. multilocularis and E. granulosus into Honshu, Japan.
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